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○ 政管健保の保険料率  

・平成14年度改正により、平成15年度～19年度までの5年間の財  
保険料率の上下限の見直しのイメージ  

仁志蒜蒜盲遍言三言訴壱盲る振蔭由壷として82％0を設定0  （見直し後）  

上限100％0  

（現 行）  

・公法人化後1年以内に都道府県単位保険料率を設定0  

1平成20年度の政管健保の保険料率について、都道府県単位保険  
料率の設定までの間の財政均衡を図る料率の設定が必要0  
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旦贋保組合の保喚料率の分室」平成16年度決算見込み）  健
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料率  50～  60′・′  70′・■  80′・■   
90■〉  

95   
合計   

（％。）   

組合数   7   43   162   333   530   443   66  1584   

割合   0．4％   2．7％  10．2％  21．0％  33．5％  28．0％   4．2％  100％   

※保険料率が上限である95％0に達している健保組合は13組合。  
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のイメージ  政管健保・厚生年金の実施体制   

いることから  ○適用や保険料徴収の事務については、政管健保と厚生年金の適用事業所が重なって                                                                                           ＿   ．＿ ▲、■ ヽ  ■l．一 l＿＿． ＿ ＿   l⊥  
厚生年金の運営主体において一体的に行う。  事務の効率性や事業所の負担軽減等を図るため、   

政管健保公法人  

（全国健康保険協会）   

く業務内容〉  

○保険料率の決定  

○保険給付業務   

t医療費の支払い  

・レセプト点検  

・現金給付  

・任意継続被保険者   

に係る業務  等  

○保健事業  等  
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全国健康保険協会の業務についで  

協会の業務については、公法人化のメリットを活かした取組みを推進  

兼務の合理化・効率化  

予算や定員等の関係規程の制約の縮小、弾力  
的な人事システムや給与体系の導入、企業会計  
原則の導入、機動的・弾力的な事業展開   

地域の実情を踏まえた保健事業の展開  

地域の実情に応じた創意工夫を活かした取組の  

推進、保健事業の事業量を地域で主体的に決定、  
各都道府県における保険者闇の連携強化   



全国健康保険協会の設立委員について  

○厚生労働大臣は、設立委員を命じて、定款の作成等の設立に関する事務を処理させる。  

○設立委員は、協会の職員の労働条件及び採用基準を作成する。社会保険庁からの職員の採用については、社会保険   
庁長官を通じて、募集を行う。  

・職員の選定及び名簿の作成   
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全国健康保険協会の設立に向けてのスケジュールのイメージ  

支部の体市   リづくりに向けた検討  

システムの設計・開発・テスト  
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政管健保の公法人化を見据えた体制づくりの推進について  

Ⅰ．趣旨   

各地方社会保険事務局においては、平成20年10月の政管健保の公法人化を見据えて、健康保険事業を実施していく必要があり、本  

年度は全国のモデルとなる取組みの推進を図るものとする。  

Ⅱ．事業の内容  

1．健康保険事業に関する懇談会の開催   

政府管掌健康保険の健康保険事業について、情報提供を行うとともに、被保険者等のご意見を聴き、地域の実情を踏まえた事業を推  

進するため、被保険者等から構成される懇談会を開催。  

2．健康保険委員の委嘱  

健康保険について、各種広報、各種事業の推進、モニターなど、事業に協力する被保険者を健康保険委員（健康保険サポーター）と  

して委嘱。  

3．健診等保健事業  

（1）健診受診率等向上のための事業等   

・健診未受診事業所に対する受診勧奨   

■健診実施機関の少ない地域における健診車を使った健診の推進   

・市町村と連携した被扶養配偶者に対する受診勧奨   

■労働安全衛生法に基づく一般健康診断の実施状況の把握   

・老人保健法に基づく、基本健康診査における被扶養配偶者の受診状況の把握 等  
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（2）情報提供事業   

・地域の健康に関する情報や政管健保の各種事業に関する情報ペーパーの作成配布 等  

（3）保険者協議会・地域職域連携協議会との意見交換   

・他保険者、事業主等との健診データの交換、事後指導の委託等に関する意見交換  

（4）事後指導の充実強化にむけての事業   

・社会保険健康事業財団支部と連携した事後指導の充実 等  

4．その他  

本事業の実施に当たっては、関係団体等との調整が必要なことも踏まえて、事務局において十分な体制をとる。  

Ⅲ．本事業の実施事務局  

田
島
重
媛
岡
 
 

秋
福
三
愛
福
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全国健康保険協会のシステムの構築に向けた基本的な考え方  

【基本的な方向】  【現状と課題】  

■現状  

・健康保険の業務については、社   

会保険オンラインシステムを利用   

して、厚生年金の業務と一体的に   

処理。  
（レセプト業務については、社会保険  

基本理念  

l ：①業務の効率化・合理化  

；②被保険者サービスの向上：                                          l  

；③保険者機能の強化 l  

：④安全性・信頼性の確保  

：、⑤経費削減   
ヽ  

ヽ■ － － ● 一 一 ● ■■ ● ● － － － ● － － ■ ● ■ － ■■  

別に、レ  

・1システムイヒによる効率化が可能   

な業務がある   

－資格データ等の業務周のデータ突   

合に時間と手鞠を要している等  

＊被保険者サービス  

・医療費等のデータ分析が困難 等   

＊システム基盤  
・メインフレームを中心に構成  

医療制度改革への対応  

社会保険庁改革の推進  

IT新改革戦略の推進  

・独自  ステムであるため、  

のコストが高い  

して構築されて  

－タの  
※平成18年度予算：13．5億円  

（公法人システム関係）   
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全国健康保険協会と年金運営主体の業務の流れ   （参考）  




